
２.上半期報告貸借対照表
（単位:百万円、％）

 科目                  期別

金       額 構成比 金       額 構成比 金       額 構成比

148,452 0.5 308,601 0.9 268,699 0.8

225,600 0.7 216,200 0.7 218,000 0.7

430,342 1.4 522,871 1.6 548,068 1.7

6,911 0.0 31,282 0.1 33,854 0.1

22,416,880 73.2 24,621,432 75.3 24,011,864 73.9
（ う ち 国 債 ） (  6,064,988 ) (  7,982,941 ) (  7,181,457 )
（ う ち 地 方 債 ） (    893,084 ) (    682,179 ) (    788,208 )
（ う ち 社 債 ） (  3,121,114 ) (  2,910,004 ) (  2,892,673 )
（ う ち 株 式 ） (  5,201,716 ) (  6,231,617 ) (  6,315,120 )
（ う ち 外 国 証 券 ） (  6,662,172 ) (  6,217,993 ) (  6,276,260 )

5,760,721 18.8 5,439,788 16.6 5,561,219 17.1
保 険 約 款 貸 付 708,399 683,358 685,964 
一 般 貸 付 5,052,321 4,756,430 4,875,254 

1,231,491 4.0 - - 1,211,132 3.7
（ う ち 不 動 産 ） (  1,225,456 ) （-） (  1,205,626 )

- - 1,181,286 3.6 - -

- - 96,178 0.3 - -

57 0.0 61 0.0 100 0.0

407,042 1.3 290,854 0.9 627,542 1.9

6,897 0.0 16,877 0.1 17,515 0.1

▲ 12,296  ▲ 0.0 ▲  9,252  ▲ 0.0 ▲ 11,169  ▲ 0.0 

▲    168  ▲ 0.0 ▲    171  ▲ 0.0 ▲    210  ▲ 0.0 

30,621,934 100.0 32,716,012 100.0 32,486,618 100.0

（単位:百万円、％）

  科目                   期別

金       額 構成比 金       額 構成比 構成比

26,795,068 87.5 27,725,085 84.7 27,259,079 83.9
支 払 備 金 210,275 163,868 159,603 
責 任 準 備 金 26,167,488 27,149,763 26,727,294 
社 員 配 当 準 備 金 417,304 411,452 372,182 

442 0.0 432 0.0 471 0.0

56,595 0.2 58,931 0.2 58,735 0.2

987,964 3.2 1,061,221 3.2 1,277,097 3.9

452,030 1.5 461,554 1.4 452,298 1.4

- - 1,862 0.0 - -

186,953 0.6 199,953 0.6 193,453 0.6

234,971 0.8 542,882 1.7 582,810 1.8

15,639 0.1 127,568 0.4 128,347 0.4

6,897 0.0 16,877 0.1 17,515 0.1

28,736,562 93.8 30,196,370 92.3 29,969,808 92.3

110,000 0.4 - - 110,000 0.3

250,000 0.8 - - 250,000 0.8

248 0.0 - - 248 0.0

158,175 0.5 - - 253,321 0.8
損 失 て ん 補 準 備 金 4,300 - 4,300 
任 意 積 立 金 101,526 - 101,464 
中 間 未 処 分 剰 余 金 52,349 - * 147,556 

中 間 純 剰 余 51,948 - * 151,407 

27,718 0.1 - - ▲ 78,186  ▲ 0.2 

1,339,229 4.4 - - 1,981,425 6.1

1,885,372 6.2 - - 2,516,809 7.7

30,621,934 100.0 - - 32,486,618 100.0

- - 140,000 0.4 - -

- - 280,000 0.9 - -

- - 248 0.0 - -

- - 185,945 0.6 - -
損 失 て ん 補 準 備 金 - 4,700 - 
そ の 他 剰 余 金 - 181,245 - 

　基金償却準備金 - 36,400 - 
　危険準備積立金 - 43,139 - 
　価格変動積立金 - 10,000 - 

社会公共事業助成資金 - 9 - 
 保健文化賞資金 - 17 - 

　緑のデザイン賞資金 - 52 - 
　不動産圧縮積立金 - 13,891 - 

  別途積立金 - 100 - 
 中間未処分剰余金 - 77,635 - 

- - 606,193 1.9 - -

- - 1,989,183 6.1 - -

- - ▲      4  ▲ 0.0 - -

- - ▲ 75,730  ▲ 0.2 - -

- - 1,913,448 5.8 - -

- - 2,519,642 7.7 - -

- - 32,716,012 100.0 - -

* 平成17年度末要約貸借対照表の中間未処分剰余金・中間純剰余は、それぞれ当期未処分剰余金・当期純剰余を示しています。

純 資 産 の 部 合 計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

基 金 等 合 計

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

剰 余 金

土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

基 金

基 金 償 却 積 立 金

再 評 価 積 立 金

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

( 純 資 産 の 部 ）

再 保 険 貸

価 格 変 動 準 備 金

平成17年度上半期末

平成17年度末要約貸借対照表

（平成18年3月31日現在）

不 動 産 及 び 動 産

（平成17年9月30日現在）

金       額

投 資 損 失 引 当 金

平成17年度末要約貸借対照表

（平成18年3月31日現在）

平成18年度上半期末

（平成18年9月30日現在）

金 銭 の 信 託

平成18年度上半期末

そ の 他 資 産

支 払 承 諾 見 返

平成17年度上半期末

資 産 の 部 合 計

有 価 証 券

貸 付 金

貸 倒 引 当 金

買 入 金 銭 債 権

（平成17年9月30日現在）

( 資 産 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

（平成18年9月30日現在）

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

( 負 債 の 部 ）

保 険 契 約 準 備 金

再 保 険 借

社 債

負 債 及 び 資 本 の 部 合 計

基 金

基 金 償 却 積 立 金

再 評 価 積 立 金

剰 余 金

土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

資 本 の 部 合 計

役 員 退 任 慰 労 引 当 金

( 資 本 の 部 ）

支 払 承 諾

負 債 の 部 合 計

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

基 金 償 却 準 備 金

危 険 準 備 積 立 金

価 格 変 動 積 立 金

社会公共事業助成資金

保 健 文 化 賞 資 金

緑のデザイン賞資金

不 動 産 圧 縮 積 立 金

別 途 積 立 金

中 間 未 処 分 剰 余 金

－３－ 第一生命保険相互会社
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注記事項 

 （貸借対照表関係） 

平成１８年度上半期末 

１．会計方針に関する事項 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券（預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるものおよび金銭の信託において信託財産と

して運用している有価証券を含む）の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は

移動平均法）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保険業にお

ける「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

監査委員会報告第２１号）に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法（定額

法）、子会社株式および関連会社株式（保険業法第２条第１２項に規定する子会社および保険業法施行

令第２条の３第２項に規定する子法人等のうち子会社を除いたものが発行する株式ならびに保険業法施

行令第２条の３第３項に規定する関連法人等が発行する株式をいう）については移動平均法による原価

法、その他有価証券のうち時価のあるものについては９月末日の市場価格等（国内株式は９月中の市場

価格の平均）に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）、時価のないものについては取得差額が

金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む）については移動平均法による償却原価法（定額

法）、それ以外の有価証券については移動平均法による原価法によっております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

（２）責任準備金対応債券の評価基準及び評価方法 

残存年数１０年以下の個人保険・個人年金保険、残存年数１０年超４０年以下の個人保険・個人年金

保険、財形保険・財形年金保険、拠出型企業年金保険（ただし一部保険種類を除く）の小区分に対応し

た円貨建債券のうち、デュレーション・コントロールを目的として保有するものについて「保険業にお

ける「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

監査委員会報告第２１号）に基づき、責任準備金対応債券に区分しております。 

  責任準備金対応債券の当中間期末における上半期報告貸借対照表計上額は、４，７０７，４４７百万

円、時価は４，７５７，０９０百万円であります。 

（３）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。 

（４）土地の再評価に関する法律第３条第３項に規定する再評価の方法 

土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」と

して負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しており

ます。 

・ 再評価を行った年月日  平成１３年３月３１日 

・ 同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第１号

に定める公示価格および第２条第４号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出。

・ 同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当中間期末における時価の合計額と当該事

業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 ５５，７４４百万円 
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（５）有形固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産の減価償却の方法は、建物（建物附属設備、構築物は除く）については定額法、建物

以外については定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。な

お、有形固定資産（土地・建物を除く）のうち取得価額が１０万円以上２０万円未満のものについて

は、３年間で均等償却を行っております。 

（６）自社利用のソフトウェアの減価償却の方法 

無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間（５年）

に基づく定額法により行っております。 

（７）外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債（子会社および関連会社株式は除く）は、９月末日の為替相場により円換算して

おります。なお、子会社および関連会社株式は、取得時の為替相場により円換算しております。 

（８）引当金の計上方法 

①貸倒引当金 

貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま

す。 

破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下｢破綻先｣という）

に対する債権および実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下｢実質破綻先｣という）に対する債

権については、下記直接減額後の債権額から担保ならびに保証等による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。 

また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務

者に対する債権については、債権額から担保ならびに保証等による回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認められる額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権

額等に乗じた額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独

立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っており

ます。 

なお、破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保ならびに

保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減

額しており、その金額は９，０７９百万円であります。 

②投資損失引当金 

投資損失引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、時価のない有価証券につ

いて、将来発生する可能性のある損失見込額を計上しております。 

③退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基準（「退職給付に係

る会計基準の設定に関する意見書」平成１０年６月１６日企業会計審議会）に従い、当事業年度末

における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認め

られる額を計上しております。 
なお、過去勤務債務は、その発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法によ
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り損益処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生した各事業年度における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数により翌事業年度から損益処理しております。 

（９）価格変動準備金の計上方法 

価格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定に基づき算出した額を計上しております。 

（１０）リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

（１１）ヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法は「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成１１

年１月２２日）に従い、主に、貸付金の一部および公社債の一部に対するキャッシュ・フローのヘッ

ジとして金利スワップの特例処理および繰延ヘッジ、外貨建貸付金、外貨建定期預金については為替

変動に係るキャッシュ・フローのヘッジとして通貨スワップ、為替予約等による振当処理、また外貨

建債券の一部に対する為替変動に係る価格変動リスクのヘッジとして為替予約等による時価ヘッジを

行っております。 

なお、ヘッジの有効性の判定は、主に、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動または

時価変動を比較する比率分析によっております。 

（１２）消費税等の会計処理 

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象

外消費税のうち、税法に定める繰延消費税については、その他資産に計上し５年間で均等償却し、繰

延消費税以外のものについては、当中間期に費用処理しております。 

（１３）責任準備金の積立方法 

責任準備金は、保険業法第１１６条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方

式により計算しております。 

①  標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示 第４８号）

② 標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式 

（１４）法人税及び住民税 

当中間期に係る法人税及び住民税および法人税等調整額は、当事業年度において予定している剰余

金処分による不動産圧縮積立金、不動産圧縮特別勘定積立金、社員配当準備金、基金利息の積立てお

よび取崩しを前提として、金額を計算しております。 

 

２．会計方針の変更 

（１）従来、役員退任慰労金は支出時の費用として処理しておりましたが、役員退任慰労金制度を廃止し、

平成１８年３月期に係る定時総代会の日をもって打ち切り支給すること（ただし、支給の時期は退任

時）を決定したことにより、当該金額については役員退任慰労引当金として計上する方法へ変更いた

しました。この変更により、当中間期の発生額１４１百万円は事業費に計上し、過年度発生額 

１，７２０百万円は特別損失に計上しています。この結果、従来の方法によった場合と比べ、経常利

益は１４１百万円、税引前中間純剰余は１，８６２百万円それぞれ減少しております。 

（２）当中間期より、「その他の複合金融商品（払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金
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融商品）に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１２号 平成１８年３月３０日）を適用して

おります。この結果、従来の方法によった場合と比べ、経常利益および税引前中間純剰余は４４４百

万円それぞれ減少しております。 

（３）当中間期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（平成１７年１２月９日企業会

計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（平成１７

年１２月９日企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、２，５１９，６４７百万円であります。 

（４）保険業法施行規則別紙様式が改正（平成１８年４月２７日内閣府令第５９条）されたことに伴い、以

下のとおり表示方法を変更しております。 

① 前中間期において区分掲記していた「不動産及び動産」は、当中間期からは「有形固定資産」と

して表示しております。 

② 前中間期において「その他資産」に含めていた「無形固定資産」は、当中間期からは「無形固定

資産」として区分掲記しております。なお、前中間期において「その他資産」に含めていた「無

形固定資産」は９７，８０２百万円であります。 

③ 前中間期において区分掲記していた「株式等評価差額金」は、当中間期からは「その他有価証券

評価差額金」として表示しております。 

（５）負債の部における社債は、従来は社債金額を計上しておりましたが、当中間期から「繰延資産の会計

処理に関する当面の取扱い」 （平成１８年８月１１日企業会計基準委員会）に基づき、社債発行差金

を控除した額を計上しております。なお、社債から控除した社債発行差金の金額は、１８百万円であ

ります。 

３．平成１２年８月に実施した住宅ローンの証券化等（当中間期末の原債権残高９３，１１１百万円）に伴

い、当社が保有する受益権（２６，１４３百万円）については、貸付金として上半期報告貸借対照表に

表示しております。なお、貸倒引当金については、現存する原債権残高の総額を対象として算定してお

ります。 

４．消費貸借契約により貸し付けている有価証券の上半期報告貸借対照表価額は、６４５，０１８百万円で

あります。 

５．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権および貸付条件緩和債権の額は、 

２０，５４３百万円であります。なお、それぞれの内訳は以下のとおりであります。 

貸付金のうち、破綻先債権額は４，２７８百万円、延滞債権額は１３，１４０百万円、３カ月以上延

滞債権額は１，３７８百万円、貸付条件緩和債権額は１，７４６百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ

り元本または利息の取立てまたは弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒

償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 

４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由または同項第４号に規定する

事由が生じている貸付金であります。 

延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図

ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。 

３カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３カ月以上延

滞している貸付金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものであります。 

貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取り決めを行ったもので、破綻先債

権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該当しない貸付金であります。 
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（８）①にあげた取立不能見込額の直接減額により、破綻先債権額は６，０１５百万円、延滞債権額

は３，０６４百万円それぞれ減少しております。 

６．有形固定資産の減価償却累計額は、５８１，７４１百万円であります。 

７．保険業法第１１８条第１項に規定する特別勘定の資産の額は、１，６７１，６６４百万円であります。

なお、負債の額も同額であります。 

８．上半期報告貸借対照表に計上した有形固定資産の他、リース契約により使用している重要な有形固定資

産として電子計算機があります。 

９．社員配当準備金の異動状況は次の通りです。 

イ．前年度末現在高         ３７２，１８２百万円 

ロ．前年度剰余金よりの繰入額    １１２，２４７百万円 

ハ．当中間期社員配当金支払額     ７８，８２５百万円 

ニ．利息による増加等          ５，８４７百万円 

ホ．当中間期末現在高        ４１１，４５２百万円 

１０．子会社等の株式等は、３０，１５２百万円であります。 

１１．担保に供されている資産の額は有価証券４９，８０５百万円、預貯金８６百万円であります。また、

担保付き債務の額は５２百万円であります。 

１２．保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険に付した

部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額はありません。また、同規則第７１

条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の

金額は０百万円であります。 

１３．保険業法第６０条の規定により基金を６０，０００百万円新たに募集いたしました。 

１４．基金３０，０００百万円の償却に伴い、同額の基金償却準備金を保険業法第５６条の規定による基金

償却積立金へ振り替えております。 

１５．貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は、２５，８５４百万円であります。 

１６．その他負債には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 

１３０，０００百万円が含まれております。 

１７．負債の部の社債５８，９３１百万円は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付され

た外貨建劣後特約付社債（外貨額５００百万米ドル）であります。 

１８．金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第１４０条第５項の規定に基づき生命

保険契約者保護機構が承継した旧保険契約者保護基金に対する当中間期末における当社の今後の負担見

積額は、３，２９８百万円であります。なお、当該負担金は拠出した中間期の事業費として処理してお

ります。保険業法第２５９条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当中間期末における当社

の今後の負担見積額は、６５，２８５百万円であります。なお、当該負担金は拠出した中間期の事業費

として処理しております。 

１９．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

  

 

 




